
（別添１８） 

 

生活困窮者自立促進支援モデル事業実施要領 

 

第１ 目的 

   本モデル事業は、「社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部

会」報告書（平成 25 年 1 月 25 日）を踏まえ、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却

することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施

するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することにより、生活困

窮者支援の制度化に寄与することを目的とする。 

 

第２ 実施主体 

    指定都市、中核市又は市区町村（広域連合、一部事務組合等を含む。また、町村に

ついては福祉事務所を設置している町村に限る。）及び都道府県とする。 

なお、都道府県は、管内町村部（福祉事務所を設置している町村を除く。）におい

て実施する場合、又は福祉事務所を設置している市区町村において支援体制を構築す

るために当該市町村と連携して実施する場合に限る。 

ただし、実施主体が自ら実施するほか、第５の１の「自立相談支援事業モデル運営

要領」に定める支援決定など実施主体となる自治体が行うべき事務を除き、事業の全

部または一部を団体等（ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力

団若しくは暴力団員の統制の下にある団体等を除く。）に委託することができる。 

 

第３ 対象者 

生活困窮者であって、実施主体において、第４の１から４までのいずれかの支援が

必要であると認める者 

 

第４ 事業の種類 

   実施主体は、生活困窮者支援の制度化に向けた計画的な体制構築を主体的に行うた

め、庁内体制の整備を行うとともに、関係機関との協議の場を設け、地域における課

題の抽出及び生活困窮者の自立・就労支援等に必要な支援体制の検討を行うとともに、
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以下の事業を実施する。 

   なお、事業の実施に当たっては、１の事業を必須とし、その他の事業については地

域の実情に応じて実施する。 

 

 １ 自立相談支援モデル事業 

（１）生活困窮者の自立に向けた相談支援 

生活困窮者の相談に対応し、当該生活困窮者が抱える課題を把握するとともに、

その置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて個々人の状態に

あった支援計画の作成等を行い、２から４までの事業や「住宅支援給付事業」など

の関係事業との連携を含めた支援を包括的に行う事業。 

（２）福祉事務所やハローワーク、地域包括支援センター等の関係機関とのネットワー

クづくり、社会資源の開発 

 

 ２ 就労促進のための支援事業 

（１）就労意欲の喚起のため、生活習慣の確立、社会参加能力の形成、事業所の就労体

験など、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫して

支援する事業。（就労準備支援モデル事業） 

（２）短期間の集中的な就労支援を行っても一般就労に就くことが困難な層に対し、支

援付きの就労の機会を提供する就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）を行う事

業者の育成支援を行う事業。（「就労訓練事業の推進」モデル事業） 

   

 ３ 家計相談支援モデル事業 

   生活困窮者の家計の再建に向け、家計収支全体の改善を図る観点から、家計に関す

る相談に対応し、家計管理に関する指導、貸付けのあっせん等の支援を行う。 

  

 ４ 貧困の連鎖の防止のための学習支援その他地域の実情に応じた生活困窮者の自立の

促進に資する事業 

 

第５ 事業の運営 

   第４の１から３に掲げる各事業の運営は次による。 
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 １ 自立相談支援モデル事業運営要領（別紙１） 

 ２ 就労準備支援モデル事業運営要領（別紙２） 

 ３ 「就労訓練事業の推進」モデル事業運営要領（別紙３） 

 ４ 家計相談支援モデル事業運営要領（別紙４） 

 

第６ 関係機関、関係事業との連携 

   生活困窮者に対する支援は、本モデル事業に基づく支援のみならず、福祉事務所等

の関係機関、関係事業との連携が重要であり、特に次に掲げる事業等との連携を確保

すること。 

１ 住宅支援給付事業 

２ 生活福祉資金貸付事業 

３ ハローワークが実施する生活保護受給者等就労自立促進事業 

４ 地域若者サポートステーション 

５ ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業 等 

 

第７ 情報提供 

本事業は、生活困窮者支援の制度化に向けた取組みであることから、事業の支援効

果について検証し、課題の把握を行うとともに、別に定めるところにより厚生労働省

に情報提供を行うこととする。 

 

第８ 留意事項 

   本事業の実施に当たっては、効果的な支援の実施のため、個人情報の適切な管理に

十分配慮した上で、関係者間での個人情報の共有に努めるとともに、事業の実施に携

わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱い

について職員等に周知徹底を図るなどの対策を講ずること。なお、事業を委託する場

合は、その旨を委託先との契約において明確に定めること。 

   また、関係機関の間で情報共有を行うことについて支援対象者から支援開始時点等

で同意を得ておくものとする。 
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（別紙１） 

 

自立相談支援モデル事業運営要領 

 

１．事業の目的 

本事業は、以下の内容を目的とする生活困窮者の自立に向けた新たな相談支援の制度

化に資するため、実施する。 

（１）現在、生活困窮者に対応する自治体の相談窓口は、生活保護法に規定する要保護者

に対応する福祉事務所以外は十分に整備されていない状況等から、生活保護受給者以

外の者への個別的な支援は制度的には行われていない。このため、生活保護に至る前

の段階から支援を開始する体制を構築する。 

（２）また、生活困窮者は、経済的な問題のみならず、精神的な問題、家庭の問題、健康

上の問題など複合的な問題を抱え、それぞれの領域の問題が複雑に絡み合っている場

合が多い。現状において、福祉の相談窓口としては、福祉事務所のほか、高齢者、障

害者、ひきこもりなど分野別に設置されているが、こうした現行の体制では、複合的

な課題への対応が必ずしも十分とはいえない状況である。 

このような生活困窮者の自立支援を促進するため、複合的な課題に個別的・包括的

・継続的に対応できる体制を構築する。 

 

２．事業の内容 

自立相談支援モデル事業においては、概ね以下の業務を行う。 

なお、当該相談支援は、実施主体が自ら行うほか、当該相談支援の趣旨を理解し、適

切な実施が期待できる団体に運営を委託することができる。（以下、本運営要領及び別

紙２から別紙４までにおいて「自立相談支援機関」という。） 

（１）谷間のない包括的な相談支援体制の構築 

生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える課題を全体とし

て受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認（以下「アセスメ

ント」という。）した上で支援計画（以下「プラン」という。）を策定する。 

また、必要な支援を総合調整し、それぞれの支援がはじまった後も、それらの効果

を評価・確認しながら、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく（具体的な手
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順については下記４を参照されたい）。 

（２）関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発 

複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域での見守り体制構築や関係

機関のネットワークづくり、社会資源の開発を行う。 

 

３．自立相談支援機関の機能 

自立相談支援機関には相談支援員を配置し、以下の事項に取り組むものとする。 

（１）生活困窮者が抱える多岐にわたる課題に対し広く相談対応すること 

（２）ハローワーク等への同行訪問などの就労を支援すること 

（３）課題を解決する際に、本人を取り巻く地域の力を強化し、地域づくりを行っていく

ための社会資源の開発を行うこと 

（４）相談支援員の支援内容をチェックしアドバイスをすること 

 

４．相談支援の手順 

生活困窮者に対する相談支援は以下の手順で実施する。（別添「相談支援プロセスの

概要」参照） 

（１）生活困窮者の把握・相談受付 

ア 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、来所によ

る相談を受け付ける。 

また、生活困窮者の中には社会的に孤立している場合も多いことから、待ちの姿

勢ではなく訪問支援を含めた対応を図る。この場合、まずは、地域や関係機関のネ

ットワーク強化による把握に努め、加えて、必要に応じて訪問や声かけなどにより、

生活困窮者の把握を行う。 

イ 相談受付時には、相談者の課題を的確に把握し、自立相談支援機関による支援に

よるか、他制度の相談窓口等へのつなぎが適当かを判断する。（スクリーニング） 

ウ スクリーニングの結果、他制度の相談窓口等へのつなぎが適当と判断された者に

は、本人の状況に応じて適切に他機関へとつなぐ。必要に応じて他機関への確認、

フォローアップを行う。いわゆる「相談のたらい回し」とならないよう留意する。 

（２）アセスメントとプランの策定 

ア スクリーニングの結果、自立相談支援機関による支援が妥当と判断されるケース
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については、改めて生活状況や課題を把握し、本人の意思を十分に勘案した上でプ

ラン（案）を作成する。（アセスメント、プラン（案）策定） 

イ アセスメントに当たって、本人の意思が明確でない場合については、本人から短

期間に得られる情報のみによることなく、本人と信頼関係を構築することが重要で

あり、そうした信頼関係の中で自立への動機付けを図る。なお、必要に応じて暫定

的な支援（住宅支援給付、緊急小口資金貸付、シェルター等）を適宜提供する。こ

うしたケースでは、一定の期間（数ヶ月程度）の相談対応を行う中で、アセスメン

トを並行して行うこととする。 

ウ プランの内容は、次の（ア）から（オ）の事業等に基づく支援のほか、（カ）か

ら（ケ）をはじめとする公的な事業の活用及びインフォーマルな支援が想定される。 

（ア）自立相談支援機関の相談支援員による就労支援（就労意欲の喚起、履歴書の

書き方や面接の受け方指導、ハローワークや地方自治体独自で実施している職

業紹介事業への同行訪問などの支援） 

（イ）就労準備支援モデル事業 

（ウ）就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」） 

（エ）住宅支援給付事業 

（オ）家計相談支援モデル事業 

（カ）生活福祉資金貸付事業 

（キ）ハローワークが実施する生活保護受給者等就労自立促進事業 

（ク）地域若者サポートステーションで実施している事業 

（ケ）ホームレス等貧困・困窮者の「絆」再生事業 

エ プラン（案）を検討するため、自立相談支援機関が中心となって、地方自治体、

社会福祉協議会、社会福祉法人、サービス提供事業者等の関係機関の担当者が参加

する支援内容を調整する会議（以下「支援調整会議」という。）を設置し、プラン

（案）が適切なものであるか確認を行う。 

オ 支援調整会議においては、支援内容の確認のほか、支援に当たっての関係機関の

役割についての調整を行う。 

カ 実施主体は、支援調整会議においてプラン（案）が了承されれば、それを基に支

援決定を行う。 

キ 自立相談支援機関は、実施主体の支援決定を受けたプランに基づき、具体的な支
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援サービスの提供等を行う。 

（３）支援の実施、評価 

ア プランに基づき、自立相談支援機関自ら支援を実施するほか、サービス提供事業

者等の支援機関から適切な支援を受けられるよう本人との関係形成や動機付けの促

しをサポートする。 

イ 支援機関による支援が始まった後も支援機関との連携・調整はもとより、必要に

応じて本人の状態等を随時把握する。 

ウ 定期的な評価は、以下の状況を整理し、概ね3ヶ月、6ヶ月、1年など本人の状況に

応じて、支援調整会議において行う。 

（ア）目標の達成状況 

（イ）現在の状況と残された課題 

（ウ）プランの終結・継続に関する本人の希望・支援員の意見等 

エ 評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや地域の見守り

などの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行う。特に、短期間の就労

経験しかない者などについては、定期的なフォローアップが望ましい。 

オ 評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断された場合は、

改めてアセスメントの上、プランを策定する。 

 

５．関係機関のネットワークづくり、社会資源の開発 

生活困窮者の自立に向け、包括的な支援が提供されるよう、自立相談支援機関が中心

となって、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設ける。また、効

率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し、チーム支援を行うためには、関係機関との

連携が重要であり、このためのネットワークづくりを一層進め、その活用を図る必要が

ある。   

また、自立相談支援機関が自ら又は当該協議の場、関係機関とのネットワークを通じ、

生活困窮者の支援に関する社会資源の開発を行う。 

 

６．留意事項 

（１）相談支援に当たっては、別に定めるスクリーニング様式、アセスメント様式及びプ

ラン様式を使用することとし、支援を行う者ごとに支援台帳を作成すること。 
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（２）福祉事務所の生活保護ケース診断会議において、自立相談支援機関による支援が適

当と判断されたケースについては、福祉事務所のケースワーカーと十分に連携を図り、

効果的な支援を実施すること。 

（３）福祉事務所を設置していない町村の共同設置による自立相談支援機関は、十分に都

道府県の関係福祉事務所と連携を図りながら実施すること。 

（４）個人情報の保護に十分留意すること。 
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概ね3ヶ月以内 

3、6、12ヵ月等、 

状態に応じて 

支援結果の評価 

信頼関係の構築 
（信頼関係を築きながら 

意識付けを行う期間） 

・プロセスに入ることの確認 

・シェルターなどの暫定支援決定 

必要に応じて 

支援の変更 

暫定支援決定 

③ 

プラン変更の場合

は、再度⑦へ 

（別添） 

相談支援プロセスの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本人の自立への意識・意欲 

○暫定的な支援を適宜提供 

終結 

自立／生活保護・その他サービスへ／ 

地域の見守り等のフォローアップ 

支援調整会議 

（マネジメント会議） 

再アセスメント・再プラン策定 

他機関へのつなぎ 

・緊急小口資金貸付 
・シェルター等 

⑦ 

⑤ 

支援決定 
⑧ 

緊急支援（医療機関や

警察等へのつなぎ） 

行政による 
手続き 自立相談支援機関の業務の内容と流れ 

地域（つなぎ先
・協働の場） 

モニタリング 

把握・アウトリーチ 来 所 ① 

総合的相談/スクリーニング ② 

アセスメント 

支援サービス提供 ⑩ 

○本人のニーズに基づいた自立の
ためのサービスや「機会」の提供 

○社会資源の活用 
○不足の社会資源を開発 など 

⑪ 

⑦ 

プラン策定 ⑨ 

プラン（案）策定 
（本人と自立相談支援機関の協働） 

⑥ 

社会資源 

支援調整会議に報告・評価 

⑫ 

④ 

相
談
の
受
付

ア
セ
ス
メ
ン
ト 

（
随
時
支
援
を
実
施
） 
プ
ラ
ン
の
実
施 

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
継
続
） 
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（別紙２） 

 

就労準備支援モデル事業運営要領 

 

１．事業の目的 

 生活困窮者の中には、長期失業者であって、生活習慣等に問題があり、直ちにハロー

ワークを利用した求職活動を行うことが困難な者や就労経験がなく、求職活動のための

ノウハウもないため、まずは社会参加・職場体験を通じた訓練を受けることが必要な者

など、直ちに一般就労に就くことが難しい者がいる。これらの者が一般就労に就くため

には、就労意欲の喚起やその前提となる動機付けも行いつつ、一般就労に向けた基礎能

力の形成など、当該生活困窮者の状態に応じたいくつかの段階を設けることが必要であ

る。このため、生活困窮者の一般就労に向けた一貫した自立支援を実施する。 

 

２．事業の運営主体 

 「生活困窮者自立促進支援モデル事業」を実施する地方自治体が直接行う。ただし、

社会福祉法人、特定非営利活動法人（NPO）、社団法人・財団法人、営利法人等へ委託す

ることができる。 

  

３．事業の対象者 

自立相談支援モデル事業における支援計画に基づき、就労準備支援を受けることが適

当と判断された生活困窮者 

  

４．事業の内容 

就労準備支援モデル事業においては、対象者となる生活困窮者の状態に応じて、以下

の支援を個人又は複数人に対して行う。 

（１）生活自立支援訓練 

社会参加に必要な生活習慣の形成や回復のため、定時に起床・出勤する習慣付けを

行い、また、短時間の軽微な業務を通じた挨拶や言葉遣いなどの訓練を行い、自らの

健康・生活管理を行う意識の醸成を行う。 

（２）社会自立支援訓練 
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就労の前段階として、社会的なつながりの重要性の認識と就労意欲の喚起を図るた

め、訓練を受けている者同士が協力して業務を行うことやボランティア活動への参加

などの訓練を行い、社会参加能力の習得を目指す。 

（３）就労自立支援訓練 

継続的な就労経験の場を提供し、一般就労に向けた技法や知識の取得及びハロー

ワークの利用法や面接の対応法などの訓練を行い、就労に向けた自覚を喚起させ求職

活動に向けた準備を目指す。 

 

５．支援の実施期間 

 対象者の状態に応じ、概ね6ヶ月～1年の期間を設定する。 

 

６．就労準備支援担当者の配置 

 就労準備支援モデル事業を行う事業所は就労準備支援担当者を１名以上配置し（兼務

可）、対象者の就労支援に関する以下の業務を担当する。 

（１）生活自立支援訓練から就労自立支援訓練に至る個人ごとの支援プログラムの作成 

（２）支援プログラムの達成状況の把握、助言指導 

（３）一般就労に向けた相談支援 

（４）自立相談支援機関との連絡や支援調整会議への参加  

（５）生活支援、健康管理の指導  等 

  就労準備支援担当者は、生活困窮者の就労支援という業務内容を考慮し、人事・労

務管理やキャリア・コンサルティング等について一定の知識を有する者であることが

望ましい。 

 

７．留意事項 

（１）就労準備支援の開始後においても、支援プログラムの達成状況について自立相談支

援機関と情報を常に共有するとともに、自立相談支援機関の定期的なアセスメントに

応じた支援を行うこと。 

（２）就労準備支援に当たっての支援プログラムは別に定める様式を使用し、適切に管理

すること。 

（３）就労準備支援の終了は、支援プログラムの達成状況等を踏まえ、自立相談支援機関
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でのアセスメントに基づき決定すること。また、自立相談支援機関の支援計画に基づ

き、一定期間の事後的支援も実施すること。 

（４）対象者の状況に応じ、就労自立支援訓練を受けながら、自立相談支援機関と連携し

一般就労に向けた就職活動を行うことが望ましい。 

（５）就労準備支援の運営主体や実施場所は、モデル事業実施自治体や自立相談支援機関

との連携等の観点から、モデル事業実施自治体の管内であることが望ましい。管内に

適切な事業者がいない場合等は、委託先事業所及び訓練の実施場所については、同一

都道府県内あるいは隣接市町村までとする。 
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（別紙３） 

 

「就労訓練事業の推進」モデル事業運営要領 

 

１．事業の目的 

生活困窮者の中には、直ちに一般就労を求めることが難しい者もおり、段階的に一般

就労に向けた支援付きの訓練の場が必要である。 

このような就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）は担い手となる社会福祉法人、

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）、社団法人・財団法人、営利法人等（以下「法人等」と

いう。）の自主事業として実施することとしている。 

自治体においては、就労訓練事業の育成支援を行い、生活困窮者の就労支援の多様化

を図る。 

 

２．対象事業 

就労訓練事業の推進のために地方自治体の行う次に掲げる事業。 

（１）担い手となる法人等への「就労訓練事業」に関する啓発・研修等の実施 

（２）地域における「就労訓練事業」のあり方の調査研究、協議会の実施 

（３）「就労訓練事業」を行う法人等への立上げ支援（法人等の支援職員の研修、就労訓

練事業の受入に当たっての初度設備費） 

（４）その他「就労訓練事業」の推進に資する事業 

 

３．対象事業の運営主体 

  ２の各号に掲げる事業について、「生活困窮者自立促進支援モデル事業」を実施する

地方自治体が直接行う。ただし、社会福祉法人、特定非営利活動法人（NPO）、社団・財

団法人、営利法人等へ委託することができる。 

 

４．就労訓練事業の内容 

（１）対象者 

自立相談支援機関の作成した支援計画に基づき、就労訓練事業を受けることが適当

と判断された生活困窮者。 
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具体的には、就労準備支援モデル事業の利用を経ても、一般就労に就くことができ

ない者や社会参加の場として利用することが適当な者などが対象となる。 

（２）支援の内容 

就労訓練事業を行う事業者（以下「就労訓練事業者」という。）は、自立相談支援

機関からの支援計画に基づいて受け入れた対象者について、軽易な作業等の機会を提供

し、一般就労に向けた支援を行う。 

支援は、個人ごとの就労支援プログラムを作成し、当該プログラムに沿って就労支

援担当者の指導のもとに行う。 

（３）支援の実施期間 

支援は原則として２年以内とする。また、概ね６ヶ月ごとに、自立相談支援機関と

十分に協議し、支援プログラムの達成状況や本人の意向や状態等に応じて支援の内容等

を見直すものとする。 

（４）就労支援担当者の配置 

就労訓練事業者は、就労支援担当者を１名以上配置（兼務可）し、対象者の就労支

援に関する業務を担当する。 

（５）ガイドラインの策定 

就労訓練事業における支援の具体的な内容、対象者の労働者性の有無に関する留意

事項など事業実施の詳細については、別に定めるガイドラインに沿った事業実施を行

うこと。 

 

５．留意事項 

（１）就労訓練事業の実施に当たっては、４の（５）のガイドラインに基づき実施するこ

ととし、各自治体においては、法人等が当該ガイドラインに沿った事業運営が行われ

るよう助言願いたい。 

（２）就労訓練事業については、今後、法制化を検討しており、本モデル事業において実

施したことをもって、法制度における認定等の行為が行われたこととならないもので

ある。 

（３）就労訓練事業者及びその実施場所は、モデル事業実施自治体や自立相談支援機関と

の連携等の観点から、モデル事業実施自治体の管内であることが望ましい。管内に適

切な事業者がいない場合等は、同一都道府県内あるいは隣接市町村までとする。 
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（別紙４） 

 

家計相談支援モデル事業運営要領 

 

１．事業の目的 

生活困窮者の家計の再生を図るためには、金銭給付や貸付といった一時的にその経済

困窮状態の解消を図るのみでは十分でない場合も多く、むしろ、家計収支全体の改善等

を図る観点から、家計等に関するきめ細かな相談支援（家計相談支援）を強化し、これ

に併せて必要に応じ貸付につなげていく仕組みが必要である。 

本事業は、相談者自身の家計を管理する力を高めるとともに、必要に応じてより円滑

に貸付を受けられるよう、貸付のあっせんを行うなど、生活困窮者の家計の再生を図る

ための家計相談支援の制度化に資するため、実施する。 

 

２．事業の運営主体 

「生活困窮者自立促進支援モデル事業」を実施する地方自治体が直接行う。ただし、

生活福祉資金貸付事業を実施する都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会、貸

付事業を行う消費生活協同組合などの貸付機関、及び自立相談支援機関その他生活困窮

者を支援するのに適当な団体にその運営を委託することができる。 

 

３．事業の対象者 

  生活に困窮し、あるいは失業や多重・過剰債務等により、家計収支のバランスが崩れ、

家計収支の改善や家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当と判断される者 

 

４．事業の内容 

  家計相談支援は、生活困窮者の家計の再生を図りつつ、生活全般にわたる自立を支援

するため、以下の手順で実施する。 

（１）相談の受付・課題の把握 

ア 本人からの相談のほか、自立相談支援機関や貸付機関等からの依頼等により、相

談を受け付ける。自立相談支援機関や貸付機関等と連携し、相談者の利便性を考慮

して行う。 
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イ 相談により、家計及び債務の状況や相談に至った経緯を把握する。 

ウ 家計が崩れた原因や家計再生の可能性を分析し、自立相談支援機関と調整の上、

自立相談支援機関での支援計画の策定の必要性及び他機関との連携の必要性につい

て判断する。 

（２）家計支援計画の策定 

ア 家計表の作成に基づき、家計収支の改善や家計管理能力の向上等を図るため、具

体的な家計支援計画を策定する。 

イ 必要に応じて、債務整理や成年後見制度等を実施する支援機関、社会保障制度や

公租公課に関する給付・減免等の制度窓口を紹介し、又はこれら機関との情報共有

・調整を行う。 

ウ 家計の再生に当たって、貸付が必要と判断される場合は、貸付機関をあっせんす

る。その際、可能な限り相談者の状況に応じた貸付金額、償還計画等について貸付

機関と調整を行う。 

（３）支援の実施、評価 

ア 家計支援計画に基づき、家計収支の改善、家計管理の継続的な指導や相談者から

の相談への対応を行う。 

イ 必要に応じ、債務整理等を実施する機関、社会保障制度や公租公課に関する給付

・減免等の窓口、貸付機関に同行するなど、関係機関による適切な支援を受けられ

るよう支援する。 

ウ 相談者の状況に応じて、定期的に生活状況や家計管理の状況を把握し、必要に応

じて家計支援計画の見直しを行う。 

 

５．支援の終了 

家計相談支援の終了については、家計支援計画を評価の上、相談者の家計管理能力や

債務があればその償還状況等を勘案して個別に判断すべきである。その目安は、以下の

点について評価を行い判断すること。 

なお、支援の終了に当たっては、自立相談支援機関と調整の上、判断すること。  

（１）相談者の家計状況が改善し、自立した生活が見込まれること。 

（２）相談者が家計管理の重要性を認識していること。 

（３）相談者が収入に応じた家計の範囲を理解し、支出品目の優先順位を付けることがで
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きていること。 

（４）相談者が今後２年から３年程度の家計の見通しをもつことができていること。 

 

６．家計相談支援員について 

  家計相談支援を行う支援員は、次のいずれかに該当する者が望ましい。 

（１）ファイナンシャルプランナーの資格を有する者 

（２）消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を

有する者 

（３）金融機関に勤務経験を有する者 

（４）社会福祉士の資格を有する者 

（５）その他（１）～（４）までに掲げる者と同等の能力を有するもの 

 

７．家計相談支援と自立相談支援機関等との連携について 

家計相談支援モデル事業と自立相談支援機関等との連携については、家計相談支援モ

デル事業の委託先や家計相談支援員の配置先などの類型ごとに以下の例に応じて、円滑

な連携を検討されたい。 

（１）自立相談支援機関が家計相談支援モデル事業を行う場合 

ア 家計相談支援員は貸付機関と十分な連携が図れるよう、貸付制度についての理解

と貸付機関の担当者とのネットワークを構築する。 

イ その際、貸付機関が、自立相談支援機関及び家計相談支援モデル事業の支援内容

を理解し、貸付相談者のうち、当該支援が必要な者は適切に自立相談支援機関の

窓口につなぐよう理解を深める。 

（２）貸付機関が家計相談支援モデル事業を行う場合 

ア 自立相談支援機関によるアセスメントが必要と考えられる者については、相談支

援機関への連絡・情報共有を図り、自立相談支援機関で支援の必要性を判断し、

それに基づき支援を行う。 

イ 自立相談支援機関との連携の充実を図るために、家計相談支援員を自立相談支援

機関の窓口に常駐あるいは曜日単位での勤務とするなどの対応を検討する。 

（３）自立相談支援機関及び貸付機関以外の者が家計相談支援モデル事業を行う場合 

ア 相談者の状況に応じて、自立相談支援機関及び貸付機関と迅速に連携できる体制
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を構築しておく。 

イ 自立相談支援機関との連携の充実を図るために、家計相談支援員を自立相談支援

機関の窓口に常駐あるいは曜日単位での勤務とするなどの対応を検討する。 

 

８．留意事項 

（１）家計相談支援の実施に当たっては、自立相談支援機関と連携し、自立相談支援機関

において生活全般に渡る総合的なアセスメント・支援計画作成を行い、これに基づき、

支援が行われるよう検討すること。 

ただし、緊急的な対応が必要な場合などには、家計相談支援を先行して提供するこ

とは差し支えない。なお、その場合であっても、速やかに自立相談支援機関と情報を

共有し、就労支援その他の支援を自立相談支援機関が行えるよう検討すること。 

（２）家計相談支援の開始後においても、家計支援計画の達成状況について、自立相談支

援機関と常に情報を共有するとともに、自立相談支援機関の定期的なアセスメントに

応じた支援を行うこと。 

（３）４の（２）ウの貸付機関については、生活福祉資金貸付事業を行う都道府県社会福

祉協議会のほか、母子寡婦福祉資金等の公的貸付制度と連携することが考えられる。

これらの公的貸付制度は、市町村民税非課税世帯を対象とするなど対象者が限定され

ていることから、これらの対象にはならない者が貸付けを受けることができるよう、

公的貸付制度に加え、貸付事業を行う消費生活協同組合や貸付機関とも連携して行う

ことが望ましい。 


